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【新免許状】「有効期間の満了の日」の記載がある免許状 

「有効期間の満了の日」 

が記載されている。 

【旧免許状】「有効期間の満了の日」の記載のない免許状 

旧免許状所持者の免許状には「有効期間の満了の日」

の記載がない。 

（例：一番はじめに授与された免許状の授与日が平

成 21.3.31以前であれば、平成 21.4.1以降に新たに別

の教員免許状が授与された場合にも、その免許状には

「有効期間の満了の日」の記載はありません。） 

 

最初の修了確認期限は「旧免許状所持者の修了確認期

限の割り振り」表１、表２のとおり設定されています。 
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